
【概要版】静岡県における障害者スポーツセンター基本計画

第１章 目的・位置付け

◯ 本計画は、関連計画及び本県における協議会の検討成果、コンソーシアム環境整備WGにおける検討を踏まえ、基本
構想をもとに、障害者スポーツセンターの全体像及び事務局に置く機能の対応や想定される取組を示すものである。

第２章 基本構想の概要（本県における障害者スポーツセンター整備の在り方）

◯ 障害者スポーツの振興は、障害の有無に関わらず、様々な人々が個々の力を発揮できるようになるという「当然あるべ
き」社会を実現することに通じ、すべての人が身近なところでスポーツを実施できる環境が必要になる。

◯ 「障害者スポーツセンター」は、単にスポーツ施設を表すものではなく、県域全体に障害者スポーツの普及等を行う、
幅広い機能を持ったより包括的なものを表す。

県全体でのパラスポーツ振興に向けた３つの基本方針

第３章 静岡型障害者スポーツセンター

（１） 静岡型障害者スポーツセンターとは

◯ 新たな施設を整備するのではなく、障害のある人が身近な地域で活動できるよう、県、市町、民間の既存のパラスポー
ツで利用されている施設をつなぐ静岡型の「既存施設ネットワーク型」とする。
①既存施設ネットワーク
障害のある人を分け隔てなく受け入れ、パラスポーツ利用がされている既存の県、市町、民間施設で構成する。

②事務局
障害者スポーツセンターに必要な「情報拠点」「人材育成」「地域活動支援」の機能を運用するための人材を配置し
た事務局を設置する。
③施設利用促進
利用団体や支援者との連携・調整により、県内各地にある障害者スポーツセンターの構成施設の利用促進を図り、
障害のある人の身近な地域でのパラスポーツ活動を推進する。

静岡型障害者スポーツセンターの全体像

基本方針１ 障害のある人が、いつでも、どこでもスポーツに親しめる環境を整備する

基本方針２ 県、市町、民間の既存施設や新設予定施設等を活用し、相互に補完し合う仕組みを検討する

基本方針３ 県、市町、関係団体、民間等が連携して、障害のある人のスポーツ活動を支援する仕組みを検討する

障害者スポーツセンター

地域活動支援
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事務局に指導員、コーディネーターを配置する。
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県内各地にあるパラスポーツ利用がされている既存施設をネットワーク化
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・利用実績の少ない施設の活用促進
・地域のパラスポーツ活動への支援（指導員派遣等）
・医療機関や学校等と連携した相談会の開催

・県内のパラスポーツができる施設情報の一元化
・ポータルサイトによる情報発信 →＜掲載情報＞ 施設機能、教室・イベント等

・パラスポーツ指導員の養成

障害のある人の身近な地域でのパラスポーツ活動を推進

体制

・施設・設備貸出
・パラスポーツ指導員資格者配置
・教室・体験会・イベント等開催

（２） 既存施設ネットワーク

◯ ネットワークは、障害のある人を分け隔てなく受け入れ、県内各地のパラスポーツ利用がされている、既存の県、市町、
民間の施設で構成する。

「既存施設ネットワーク型」の障害者スポーツセンターのイメージ

（３） 事務局

◯ 障害者スポーツセンターに、必要な人材を備えた事務局を設置し、以下の機能を置く。

（４） 施設利用促進

◯ センターの事務局に置く機能の一つである、利用団体や支援者との連携・調整を図り障害のある人の身近な地域でのパ
ラスポーツ活動を推進する地域活動支援機能により、県内各地にあるセンターを構成する施設の利用を促進する。

地域活動支援機能による施設利用促進のイメージ

第４章 障害者スポーツセンターの業務開始に向けたスケジュール

機能 内容

情報拠点
n 県内のパラスポーツができる施設情報の一元化
n ポータルサイトによる情報発信 →（掲載情報）施設機能、教室・イベント等
n 施設間での定期的な意見交換

人材育成 n パラスポーツ指導員の養成

地域活動支援
n 利用実績の少ない施設の活用促進
n 地域のパラスポーツ活動への支援（指導員派遣等）
n 医療機関や学校等と連携した相談会の開催

【西部地域】

【中部地域】

【賀茂地域】

【東部地域】≪既存の主なパラスポーツ施設の凡例≫

※笹川スポーツ財団研究報告障害者専用・優先施設※
パラスポーツ指導員資格者を１名以上配置施設
各種教室等実施施設
パラスポーツの利用がある施設

既存施設ネットワーク型

※令和５・６年度アンケート調査をもとに整理
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 施設・設備貸出、指導員資格者配置、
 教室・体験会・イベント等開催
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連携・調整

・利用実績の少ない施設の活用促進

・地域のパラスポーツ活動への支援（指導員派遣等）
・医療機関や学校等と連携した相談会の開催

地域活動支援機能

活動団体
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